
交 通 事 故 調 査 委 員 会 の 設 置 及 び 運 営 要 綱 の 制 定 に つ い て  

     平 成 １ ４ 年 ５ 月 １ ４ 日  

 例 規 （ 交 企 ） 第 ５ １ 号  

警 察 本 部 長  
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各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長    

見 出 し の 要 綱 を 別 添 の と お り 制 定 し 、 平 成 14年 ５ 月 14日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、

効 果 的 な 運 用 に 努 め ら れ た い 。  

別 添  

交 通 事 故 調 査 委 員 会 の 設 置 及 び 運 営 要 綱  

第 １  設 置  

交 通 事 故 原 因 の 科 学 的 、総 合 的 な 調 査 、研 究 等 を 行 い 、効 果 的 な 交 通 事 故 防 止 対 策 に

資 す る た め 、 県 本 部 に 交 通 事 故 調 査 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

第 ２  組 織  

１  委 員 会 は 、 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 で 構 成 す る 。  

２  委 員 長 は 、 有 識 者 委 員 の 互 選 に よ り 選 出 す る 。  

３  委 員 長 は 、 委 員 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

４  副 委 員 長 は 、 委 員 長 が 指 名 し 、 委 員 長 に 事 故 あ る と き は そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

５  委 員 は 、有 識 者 委 員 、関 係 機 関 ・ 団 体 委 員 及 び 警 察 委 員 と し 、有 識 者 委 員 は 交 通 社

会 学 、自 動 車 工 学 、医 学 等 の 専 門 分 野 の 有 識 者 の う ち か ら ５ 人 以 内 で 本 部 長 が 委 嘱 し 、

関 係 機 関 ・ 団 体 委 員 及 び 警 察 委 員 は 別 表 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

第 ３  有 識 者 委 員  

１  委 嘱 等  

(１ ) 候 補 者 の 推 薦  

交 通 部 交 通 総 務 課 長 （ 以 下 「 交 通 総 務 課 長 」 と い う 。 ） は 、 本 部 長 が 有 識 者 委 員

を 委 嘱 す る に 当 た り 、交 通 社 会 学 、自 動 車 工 学 及 び 医 学 等 の 専 門 分 野 の 有 識 者 の う

ち か ら 、交 通 事 故 防 止 対 策 を 調 査 、研 究 等 す る に ふ さ わ し い 者 を 有 識 者 委 員 の 候 補

者 と し て 推 薦 す る も の と す る 。  

(２ ) 候 補 者 資 料 の 作 成 及 び 提 出  

交 通 総 務 課 長 は 、有 識 者 委 員 の 候 補 者 を 推 薦 す る に 当 た り 、交 通 事 故 調 査 委 員 会

有 識 者 委 員 候 補 者 名 簿（ 別 記 様 式 第 １ 号 ）を 作 成 し 、本 部 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

(３ ) 有 識 者 委 員 の 委 嘱  

委 嘱 は 、 本 部 長 が 委 嘱 状 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 交 付 し て 行 う 。  

２  解 嘱 及 び 辞 職  

(１ ) 解 嘱  

ア  交 通 総 務 課 長 は 、有 識 者 委 員 が 次 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、

速 や か に 交 通 事 故 調 査 委 員 会 有 識 者 委 員 解 嘱 上 申 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、

本 部 長 に 解 嘱 の 上 申 を す る も の と す る 。  

(ア ) 刑 罰 法 令 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た と き 。  

(イ ) 反 道 徳 的 又 は 反 社 会 的 行 為 が あ っ た と き 。  

(ウ ) 心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 遂 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え な い と き 。 

(エ ) そ の 他 委 員 た る に ふ さ わ し く な い 行 為 が あ っ た と き 。  

イ  本 部 長 は 、解 嘱 理 由 が 相 当 で あ る と 認 め た と き は 、解 嘱 通 知 書（ 別 記 様 式 第 ４

号 ） の 交 付 を も っ て 、 解 嘱 す る も の と す る 。  



(２ ) 辞 職  

ア  交 通 総 務 課 長 は 、有 識 者 委 員 か ら 辞 職 の 申 出 を 受 け た と き は 、速 や か に そ の 旨

を 本 部 長 に 報 告 す る と と も に 、辞 職 を 申 し 出 た 有 識 者 委 員 に 対 し 、 辞 職 願（ 別 記

様 式 第 ５ 号 ） の 提 出 を 求 め 、 本 部 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

イ  本 部 長 は 、辞 職 申 出 理 由 が 相 当 で あ る と 認 め た と き は 、辞 職 承 認 書（ 別 記 様 式

第 ６ 号 ） の 交 付 を も っ て 、 辞 職 を 承 認 す る も の と す る 。  

第 ４  任 務  

委 員 会 は 、 次 の 事 項 に つ い て 調 査 、 研 究 等 す る こ と を 任 務 と す る 。  

１  交 通 事 故 現 場 等 か ら 収 集 し た 資 料 に 基 づ く 科 学 的 、総 合 的 な 交 通 事 故 原 因 の 究 明 等

に 関 す る こ と 。  

２  効 果 的 な 交 通 事 故 抑 止 対 策 の 樹 立 及 び 関 係 機 関 、 団 体 等 へ の 提 言 に 関 す る こ と 。  

３  交 通 事 故 抑 止 対 策 の 効 果 測 定 に 関 す る こ と 。  

４  そ の 他 委 員 会 に お い て 必 要 と 認 め た 事 項 に 関 す る こ と 。  

第 ５  会 議  

１  委 員 会 は 、全 体 会 議 及 び 研 究 会 議 と し 、会 議 の 回 数 、時 期 等 に つ い て は 、委 員 長 が

決 定 す る 。  

(１ ) 全 体 会 議  

委 員 全 員 を 招 集 し て 行 う 会 議 を い う 。  

(２ ) 研 究 会 議  

委 員 長 が 、 必 要 に 応 じ て 、 関 係 す る 委 員 を 招 集 し て 行 う 会 議 を い う 。  

２  委 員 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、委 員 長 に 対 し て 会 議 の 開 催 を 求 め る こ と が で

き る 。  

第 ６  委 員 会 の 事 務  

１  委 員 会 の 事 務 を 処 理 す る た め 、 交 通 総 務 課 に 事 務 局 を 置 く 。  

２  会 議 の 書 記 は 、 事 務 局 が 行 い 、 議 事 録 を 作 成 す る 。  

３  議 事 録 は 、 事 務 局 に お い て 保 管 管 理 す る 。  

別 表 （ 第 ２ の ５ ）  

交 通 事 故 調 査 委 員 会 委 員 名 簿  

  

 名 称  職   

 関 係 機 関 ・ 団 体 委 員  国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 千 葉 国 道 事 務 所 交 通 対 策 課 長   

   警 察 庁 科 学 警 察 研 究 所 交 通 科 学 部 長   

   県 防 災 危 機 管 理 部 消 防 課 長   

   県 健 康 福 祉 部 高 齢 者 福 祉 課 長   

   県 健 康 福 祉 部 医 療 整 備 課 長   

   県 環 境 生 活 部 く ら し 安 全 推 進 課 長   

   県 県 土 整 備 部 道 路 環 境 課 長   

   県 教 育 庁 教 育 振 興 部 学 校 安 全 保 健 課 長   

   千 葉 市 市 民 局 市 民 自 治 推 進 部 地 域 安 全 課 長   

   東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 関 東 支 社 千 葉 管 理 事 務 所 管 理 担 当 課 長   

 警 察 委 員  交 通 総 務 課 長   

   交 通 指 導 課 長   

   交 通 捜 査 課 長   

   交 通 規 制 課 長   

   免 許 課 長   

以 下 別 記 様 式 省 略  


